
介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)について

介護予防サービスを
利用する場合、要支
援認定申請が必要
です。

ホームヘルプサービ
ス、デイサービスの
みを利用する場合、
設定方法を選択でき
ます。

要支援者も事業対象者も
総合事業により、ホーム
ヘルプサービスとデイ
サービスが利用できます。

お問い合わせ先　
石井町長寿社会課
　℡　088-674-6111
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基本チェックリスト
の実施

御本人が、２５の質問項目
に回答するだけ。

（数日以内に判定可能）

要介護（要支援）
認定申請

判定には、訪問調査と
主治医意見書が必要。

（原則、３０日以内に判定）

福祉用具貸与などの介護
予防サービスを利用でき
ます。

サービスの内容、
料金は要支援１

と同様です。

ど
ち
ら
か
を
選
択

※１　基本チェックリストを実施した方は「事業対象者」という区分になります。
※２　病状や身体状況が不安定な方、介護予防サービスを利用する方は、
　　　 必ず要支援認定申請をしてください。
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